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第 号

年 月 日 ( 木 ) 時 分

年 月 日 ( 木 ) 時 分 年 月 日 ( 木 ) 時 分

年 月 日 ( 水 ) 時 分 年 月 日 ( 水 ) 時 分

　 　 年 月 日 ( 木 ) 時 分

年 月 日 ( 月 ) 時 分までに掲示する。

年 月 日 ( 木 ) 時 分 年 月 日 ( 月 ) 時 分

年 月 日 ( 火 ) 時 分 総務部 工事契約検査課

　

１０ ００ 場　　所

契 約 担 当 課 上下水道部水道工務課

共
同
企
業
体
に
関
す
る
事
項

（
１

）

入 札 参 加 形 態 特定建設工事共同企業体

共 同 企 業 体 結 成 要 件

開 札 予 定 年 月 日 ･ 場 所 開始日時 令和 ７ １２ ９

共
同
企
業
体
構
成
員
の
要
件

代 表 者 の 要 件

共同企業体の代表者（A）は、次に掲げる要件をすべて満たしているものとする。
（１）九州内に本社、本店又は支店、営業所等を有する者で、支店、営業所等は霧島市入札参加資格の委任先になっていること。
（２）令和７年度霧島市建設工事入札参加資格者として登録されている者で土木一式工事部門が建設業法第３条第１項の規定に基づく土木工事
　　　業に係る特定建設業の許可を受けている者であること。
（３）土木工事業について、建設業法第27条の23第１項に規定する経営事項審査（審査基準日から１年７か月を経過していない直近のものに限
　　　る。）において土木一式工事の総合評定値（P点）が1,500点以上であること。
（４）平成22年度から令和６年度までに完成した仕上がり内径1,000㎜以上、かつ、延長1,000m以上のシールド工事（内挿管DIPφ700以上を
　　　含む工事）の土木一式工事で、単独の元請け又は共同企業体の代表者として、国又は地方公共団体発注の工事実績があること。
（５）配置技術者に関する条件
　 　次の要件を満たす監理技術者を本工事に専任で配置できること。
　　　ｱ)  建設業法に規定する１級土木施工管理技士の資格を有する者であること。
　　　ｲ)  建設業法第27条の18の規定による監理技術者証の交付を受けている者。
　　　ｳ)  直接的かつ恒常的な雇用関係にある者（入札参加申請書提出期限の日において、連続３月以上の直接な雇用関係にあるものに限る）。
　　　ｴ)　平成22年度から令和６年度までに完成した国又は地方公共団体が発注したシールド工事で、単独の元請け又は共同企業体の代表者
          として監理技術者又は主任技術者の経験を有する者。なお、工事の着手から完成に至る期間（工場製作等の期間は除く。）の全てに
          おいて従事していた者に限る。

代 表 者 以 外 の
構 成 員 の 要 件

共同企業体の代表者以外の構成員（B）及び（C）は、次に掲げる要件をすべて満たしているものとする。
（１）構成員（B）は、建設業法第３条第１項の規定による土木一式工事及び水道施設工事の特定建設業の許可を有する者で、霧島市入札参加
　　　資格（土木一式工事及び水道施設工事）格付区分Ａ級を有している者。
（２）構成員（C）は、建設業法第３条第１項の規定による土木一式工事及び水道施設工事の特定建設業の許可を有する者で、霧島市入札参加
　　　資格（土木一式工事及び水道施設工事）格付区分Ａ級を有している者、又は土木一式工事の特定建設業の許可を有する者で、霧島市入札
　　　参加資格（土木一式工事）格付区分Ａ級を有している者
（３）配置技術者に関する条件
　　　構成員（B）及び（C）は、次の要件を満たす監理技術者又は主任技術者を本工事に専任で配置できること。
　　　ｱ)  建設業法に規定する１級土木施工管理技士の資格を有する者であること。
　　　ｲ)  監理技術者を配置する場合は 建設業法第27条の18の規定による監理技術者証の交付を受けている者。
　　　ｳ)  直接的かつ恒常的な雇用関係にある者（入札参加申請書提出期限の日において、連続３月以上の直接な雇用関係にあるものに限る）。

（１）結成は自主結成とし、構成員の数は３とする。
（２）共同企業体の代表者は構成員のうち最大の出資比率とし、各構成員の出資比率は20％以上とする。
（３）構成員は、本工事において２以上の共同企業体の構成員になることはできない。

００終了日時 令和 ７ １２ ８ １２

００ 終了日時

００

１２ ３

１１ ２７ １７ ００

入 札 書 受 付 期 間 開始日時 令和 ７ １２ ４ ８ ３０

１７

本工事に関する質問方法等 方法 FAX送信 受付場所 上下水道部水道工務課 質問締切日時 令和 ７

本工事に関する回答方法等 かごしま県市町村電子入札システムポータルサイトにて、 令和 ７ １２ １

１３ ００８ ３０

００令和 ７

２７ １７終了日時 令和 ７ １１

１７参 加 資 格 確 認 通 知 期 間 開始日時 令和 ７ １２ ３ １３

入 札 書 等 送 付 方 法 かごしま県市町村電子入札システムを使用して代表者が提出すること。

００ まで

入 札 参 加 資 格 確 認 書 類
共同企業体に関する事項（２）の要件による。なお、電子入札参加申込書は、かごしま県市町村電子入札システムを使用して代表者が提出するこ
と。

入 札 説 明 書 説 明 請 求 期 限 令和 ７ １１ ２７ １７

参 加 資 格 申 請 書 受 付 期 間 開始日時 令和 ７ １１

設 計 図 書 等 添付資料を参照。発注課窓口での閲覧の有無については、発注課に問い合わせること。

入 札 方 法 総合評価方式による条件付一般競争入札 　

工 事 概 要
DIP-PNφ700 L=854m、ｼｰﾙﾄﾞ工法呼び径φ1,000mm L=859m、防音ﾊｳｽ工(発進基地) N=1箇所、立坑築造工 N=4箇所、DIP-NS・GX(φ700・φ
300・φ150) L=109m、充水機能付きﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁φ700 N=2基

工 期 契約日の翌日～令和１０年１２月１日（金）

入 札 書 比 較 価 格
（ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 抜 価 格 ）

事後公表

最 低 制 限 価 格 の 有 無 無

入 札 参 加 等 に 関 す る 制 限
本工事を落札した者については、本年度内に今後発注予定の台明寺配水区関連工事の入札参加を原則として認めない。詳細は案件ごとに公告
文を確認すること。

請 負 代 金 支 払

本工事の各年度における支払いは債務負担行為として定めのある金額を上限とし、詳細は次のとおりとする。
・令和7年度～令和9年度分の前金払及び中間払
　契約金額の各年度末出来高予定額（令和7年度14％、令和8年度33％、令和9年度38％）のうち、前金払40%以内、中間払20％以内。
　ただし10万円単位とし、かつ予算の範囲内で支払うことができる。
・令和7年度～令和9年度末の出来高の部分払
　契約金額の各年度3月末出来高予定額（令和7年度14％、令和8年度33％、令和9年度38％）を限度とし、かつ予算の範囲内で支払う
　ことができる。
・令和10年度分の前金払及び中間払
　契約金額の出来高予定額（15％）のうち、前金払40%以内、中間払20％以内。ただし10万円単位とし、かつ予算の範囲内で支払う
　ことができる。
・令和10年度　完成検査合格後、精算払

入 札 保 証 金 免除

契 約 保 証 金 有

調 査 基 準 価 格 の 有 無 有

公　　　　　　　告

　下記の建設工事について次のとおり電子入札により入札を執行するので、霧島市契約規則（平成17年霧島市規則第63号）第２条及び霧島市電子入札運営要領（平成20
年霧島市告示第86号）第８条の規定に基づき公告する。

令和 ７ １１ １３

発 注 区 分 ・ 条 件 共同企業体に関する事項（１）の要件による

工　　　　　　　　　事　　　　　　　　　発　　　　　　　　　注　　　　　　　　　表

公 告 番 号 １００

工 事 発 注 部 課 名 上下水道部水道工務課 （電話番号） 0995-42-3501 内線5255 （FAX番号） 0995-42-2833

発 注 工 事 種 別 土木一式工事

工 事 名 台明寺配水区(郡田～清水地区)基幹管路φ700シールド工事

工 事 場 所 霧島市　国分郡田～清水二丁目　地内



年 月 日 ( 木 ) 時 分 年 月 日 ( 木 ) 時 分

年 月 日 ( 木 ) 時 分 年 月 日 ( 木 ) 時 分

年 月 日 ( 木 ) 時 分 　

年 月 日 ( 火 ) 時 分 年 月 日 ( 水 ) 時 分

注 意 事 項

（１）入札書提出の際は、必ず工事費内訳書を添付すること。
（２）主任技術者又は監理技術者は、入札参加申込日から３箇月以内に雇用された者ではないこと。
（３）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数が
      あるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税業者であるか
      免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
（４）工事は市財務規則及び市契約規則、市契約請負約款に準じ施工すること。
（５）工程表、現場代理人選任通知書及び関係書類を工事着手前に提出すること。

参 加 資 格 に 関 す る 事 項

（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者。
（２）建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項の規定による許可を有する者で、現行の霧島市入札参加資格業者名簿に登録され
　　　ている者。
（３）建設業法第28条第３項の規定による営業停止の期間中でないこと。
（４）市が公告の際に提示した条件等に適合する者。
（５）対象工事に現場代理人及び建設業法第26条による主任技術者又は監理技術者を適正に配置することができること。
（６）公告から入札時までの期間において、霧島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱（平成17年霧島市告示第44号）の規
　　　定に基づく指名停止を受けていない者。
（７）手形交換所による取引停止処分又は主要取引先からの取引停止等の事実がなく経営状態が健全な者。
（８）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく会社更生手続の決定を受けている者若しくは更正手続開始の申立てがなされている
　　　者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続の決定を受けている者若しくは再生手続開始の申立てがなされてい
　　　る者でないこと。その他、経営状態が著しく不健全である者でないこと。
（９）その他建設業法等の法令・規則等に違反していない者。

入 札 の 無 効 に 関 す る 事 項

（１）談合その他不正な行為があったと認められるもの。
（２）工事費内訳書の提出がない入札。
（３）工事費内訳書の内容が要件を満たしていないと認められる入札。
（４）予定価格を事前公表する入札において、入札書比較価格を超える入札書及び入札書比較価格10パーセント未満の額の入札書は無
　　　効とする。
（５）その他市長があらかじめ指示した事項に違反した入札。
（６）入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札。

落 札 者 の 決 定 方 法
（ 総 合 評 価 方 式 ）

（１）ア　入札価格が予定価格以内で霧島市低入札価格調査制度実施要領第４条に定める失格基準価格以上の者のうち、次の「総合評価
　　　の方法」によって得られた評価値が最も高い者を落札者とする。
　　　ただし、当該落札候補者の入札価格が同要領第３条に定める調査基準価格を下回るときには、落札者決定を保留し、同要領第７条
　　　に定める低入札価格調査を実施後、落札者を決定する。
　　　イ　アの場合において、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
（２）予定価格を事後公表する入札の回数は、２回までとする。
（３）予定価格を事後公表する入札において、１回目の開札で落札者がなかった場合は再入札を行うものとし、再入札の日時等について
　　　は、１回目の開札後にかごしま県市町村電子入札システムにより通知するものとする。
　　総合評価の方法
　　　評価値＝技術評価点（標準点＋加算点）/入札価格＊定数（100,000,000）
　　　標準点は、技術資料を提出した入札参加者全員に付与する点数で、調査基準価格以上の入札価格で入札した者は100点、調査基準
　　　価格を下回る入札価格で入札した者には70点とする。
　　　加算点は、別添の「総合評価方式（特別簡易型）における評価項目及び評価基準」に基づいて算定した点数で10点満点とする。

上下水道部水道工務課

令和 ７ １２ １０ １７回答期限１７ ００

落札者の契約書案等の提出

（１）落札者は落札決定通知を受けた日から７日以内(最終日が霧島市の休日を定める条例(平成17年霧島市条例第２号)第１条第１項の
      規定に定める休日の場合は、その翌日)に、契約書の案並びに消費税及び地方消費税に係る課税事業者又は免税事業者である旨の
      届出書を【契約担当課まで】提出しなければならない。なお、提出期限までに契約書の案を提出しないときは、契約の締結を
      しない旨の申出をしたものとみなす。
（２）落札者は、建設業法（昭和24年法律第100号）第20条の２第２項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生
      するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と
      併せて通知すること。【通知書は契約担当課へ提出】
　　　（通知書様式：https://www.city-kirishima.jp/keiyakukensa/shise/nyusatsu/yoshiki/ukeoi.html）
　　　「（工事契約関係）その他各種様式」フォルダ内

留 意 事 項
(1)　参加申請書及び共同企業体協定書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
(2)　提出された参加申請書及び共同企業体協定書等は返却しないものとする。
(3)　参加申請書及び共同企業体協定書において虚偽又は著しく不適切な記載がある場合は、本工事の入札に参加することはできない。

総
合
評
価

落 札 方 法 本工事は、技術資料を受付け、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式を適用する。

技 術 資 料 の 内 容
提 出 場 所 ・ 期 限

技術資料の内容　　　別添の「総合評価方式技術資料申請書」を作成し、提出すること。

提出場所 提出期限 令和 ７ １１ ２７ １７

技 術 評 価 点 疑 義 照 会
期 限 及 び 回 答 期 限

疑義照会期限 令和 ７ １２ ９ ００

００

受 付 場 所 霧島市国分中央三丁目45番１号　　霧島市役所（別館）４階　　工事契約検査課

受 付 期 間 開始日時 令和 ７ １１ １３ ８ ３０

７ １１ １３ ８ ３０

００終了日時 令和 ７ １１ ２７ １７

共
同
企
業
体
に
関
す
る
事
項

（
２

）

共 同 企 業 体 の
資 格 の 有 効 期 間

共同企業体の資格の有効期間は下記に定める期間とする。
(1)　本工事の契約締結の相手方となった企業体は、本工事の契約履行完了後３ヶ月を経過するまでを有効期間とすること。
　　　ただし、本工事に関する契約不適合責任については、法律または契約上の契約不適合責任が存続する期間において構成員であった者は、
　　　連帯してその責任を負うものとする。
(2)　本工事の契約締結の相手方とならなかった企業体は、本工事が契約締結されるまでを有効期間とすること。

共同企業体
に よる 競争
入札参加資
格審査申請
書 の 作 成
及 び 提 出

申 請 書
配 布 場 所

かごしま県市町村電子入札システムポータルサイトの案件情報に添付ファイルを設ける。

配 布 期 間 開始日時 ００

申 請 書 の
提 出 方 法

本工事の入札参加を希望する者は、下記書類を持参により提出しなければならない。なお、下記日時までに提出した者で、かつ入札参加資格が
認められた者でなければ、本入札に参加することができない。

提出書類

①共同企業体による競争入札参加資格審査申請書
②特定建設工事共同企業体協定書
③経営事項審査結果通知書の写し（代表者）、建設業許可の写し（全者）
④専任配置予定技術者の資格者証等、健康保険被保険者証又は健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定
　通知書等（記号・番号・保険者番号、標準報酬月額等をマスキングしたもの）の写し（全者）
⑤「共同企業体に関する事項(１)・共同企業体構成員の要件・代表者の要件(４)」の工事実績がわかるコリンズの写し（代表者）
⑥「共同企業体に関する事項(１)・共同企業体構成員の要件・代表者の要件(５)エ」の工事経験がわかるコリンズの写し及び
　工場製作等の期間がわかる書類（代表者）

提出部数 ２部（正本１部、副本１部）※フラットファイルA４版縦長に製本し、提出すること。

終了日時 令和 ７ １１ ２７ １７令和


